
専修大学グループ 専修大学松戸中学校・高等学校　学生・保護者の皆様へ

保護者保障制度のご案内
（団体総合生活保険）

所得補償 団体割引 5％

◆代 理 店：株式会社 専大センチュリー　
　住　　所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-10-3  スリースタービル 
　　　　　　7 0120-50-4230（受付時間：月～金10：00～16：00）
◆保険会社：東京海上日動火災保険株式会社（幹事）　公務第二部　文教公務室
　住　　所：東京都千代田区三番町6-4　ラ・メール三番町10F
　　　　　　TEL：03-3515-4133（受付時間：平日9：00～17：00）

《お問い合わせ先》

◆東京海上日動火災保険株式会社  医療保険損害サービス第二課　
　　　　　103-6632-0826（月～金：午前9時～午後5時まで）
◆東京海上日動安心110番（事故受付センター）　
　　　　　70120-720-110（365日・24時間）

《事故時の連絡先》ただちにご連絡ください。

保護者が病気・ケガで仕事ができなくなった場合に授業料・生活費を確保することを
目的とした制度です。
地震・噴火またはこれらによる津波によるケガや病気による就業不能も補償されます。
万一のためのご加入をおすすめします。

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）
　　　　　　　三井住友海上火災保険株式会社（分担保険会社）

保 険 期 間

加 入 方 法

2022年4月1日午前0時から
2023年4月1日午後４時まで１年間

「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」
を必ずご確認ください。

申 込 締 切 日 2022年３月25日（金）必着

保険料払込方法 ご指定の口座より、毎月引き落とします。
（2022年5月27日を初回として、毎月ご指定の口座より引落します。）

同封の加入依頼書に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、返信
用封筒にてご返送ください。

21-T02749　2021年11月作成 この保険は東京海上日動火災保険株式会社を幹事とした共同保険契約です。引受割合等については、「重要事項説明書」をご確認ください。



－6－－1－

団体総合生活保険の特徴

所得補償（基本補償）

団体割引適用で、割安な保険料です！
当制度は、専修大学松戸中学校・高等学校を契約者とする任意加入方式の
団体契約となっているため、割安な保険料となっています。

1

ご加入の際、医師の診査は不要です！
加入依頼書等に健康状態を正しくご記入ください。
告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、東京海上日動の提示する
お引受け条件によってご加入いただくことがあります。

2

天災（地震・噴火またはこれらによる津波等）による
ケガや病気による就業不能も補償！3

4
充実したサービスにより安心をお届けします！

サービスの詳細は後記「サービスのご案内」をご参照ください。

メディカルアシスト デイリーサポート 介護アシスト自動セット

病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間＊1（7日）を超えた場合に、保険金をお支払いします。 ＊2
＊1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2  骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合についても、保険金をお支払いします。

入院はもちろん自宅療養もカバーします。

＜保険金のお支払い方法＞ 下記は、東京海上日動が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

【ご加入例】
ご 職 業：一般事務従事者
平均月間所得額：40万円
保険金額：15万円
てん補期間：1年間
免責期間：7日

Ａさん（35歳）は病気で7月25日から10月15日ま
で入院し、その後1月15日まで自宅で療養しまし
た。この場合お受け取りいただく保険金は？

➡
≪免責期間≫
 7月25日～7月31日（7日間）
≪保険金支払対象期間（就業不能期間）≫
 8月1日～12月31日までの5か月間と1月1日～15日までの15日
 間の合計
≪お支払いする保険金≫
 (15万円×5か月)＋(15万円×15日/30日)＝82.5万円
※1か月未満の就業不能期間については1か月を30日として日
割計算で保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。

保 険 期 間

働 け な い 期 間

免責期間（7日）

保険金支払対象期間
（ 就 業 不 能 期 間 ）

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月 月 月 月

1
月

2
月

3
月

▲
病気・入院

▲
復職

▲
退院
自宅療養

7月25日から 1月15日まで

7月25日から 7月31日まで

8月1日から 1月15日まで



基本級別

保険期間

1級 事務・営業・管理職種

2級 軽作業を伴う職種

3級 軽作業以上の作業を
伴う職種

4級 同　　上

保険料は下記基本級別および年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）によって異なります。
基本級別は下記の職種で決まります。下記以外の職業・職種の方やご不明な場合は取扱代理店まで
ご照会ください。

2022年4月1日午前0時※より2023年4月1日午後4時まで１年間
※更新契約の場合は午後4時

弁護士、公認会計士、税理士、小売店主（危険物を取り扱うもの以外）、飲食店主、一般セールス、旅館主人、
医師、歯科医師、会社役員、事務職（一般企業のサラリーマン=事務職・営業職）、土木製図工、設計技術者、
建築士、薬剤師、医薬品製造従事者、医薬品販売従事者、不動産仲介業従事者 など

理容師、警察官(内勤)、看護師、印刷作業者、調理人、美容師、キャディ、電信機据付工・電話機保守工、
情報処理技術者(システムエンジニア、プログラマー)、診療放射線技師、栄養士、植木職・造園師・庭師、
電車乗務員、航空機整備士、倉庫作業者、洋裁工、刺しゅう工 など

ハイヤ一・タクシー運転者、バス運転者、施盤工、鈑金工、修理工・自動車修理作業者・自動車鈑金塗装

警察官(内勤以外)、海上自衛官、航空自衛官、高圧線工、屋外高所清掃員 など

※保険金額は、平均月間所得額*3の範囲内で設定してください。
※保険料は保険の対象となる方のお仕事の内容や年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）によって異なります。上記保険料は、基本級別1、2、3、4級
（下記基本級別の職種等）の方を対象としたものです。それ以外の方は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
＊1　保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいます。
＊2　保険の対象となる方の年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）。
＊3　直前12か月における保険の対象となる方の所得＊4の平均月額をいいます。
＊4　「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不

能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。

た方をいいます。ただし年齢＊2が満15歳以上の方に限ります。

－2－

保険金額・保険料
【保険期間：１年間、団体割引：5％】
てん補期間＊1：1年間（保険金をお支払いする1事故あたり最長12ヶ月補償）
免責期間：7日（保険金をお支払いしない期間）※ご加入口数は1口のみです。 

月額 15万円

1級

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

2級 3級 4級

保 険 金 額
（月　額）

基 本 級 別

険
保

）
払
月
（料

（1事故あたり最長12ヶ月補償）

1,980円

2,480円

2,960円

3,420円

3,650円

2,280円

2,840円

3,390円

3,930円

4,200円

2,670円

3,330円

3,980円

4,620円

4,920円

3,260円

4,080円

4,880円

5,640円

6,030円

保険の対象とする方は、専修大学松戸中学校・高等学校の生徒の扶養者で、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された

在学期間にあわせ、ご加入者からの特段のお申出または保険会社からのご案内が無い限り、契約者である専修大学松戸中学校・高等学校は毎年保険会社に保険
契約を申し込みます。なお、ご更新時には保険料が年齢等により変更となったり、健康状態や年齢等により保険会社側から加入をお断りすることがありますのでご了承
ください。本内容をご了承いただける方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。ただし、保険料や補償内容は毎年変ることがありますので、毎年の保険募集
の内容をご確認ください。

普通大工、陸上自衛官、自動車運転者、ボイラ工、研究者・研究員（危険物を取り扱うもの）、トラック運転者、

作業者、水道工事工、消防員（消火作業に従事するもの）、ガラス・壁面清掃作業員 など

■ 保護者保障制度（団体総合生活保険）補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。

保険期間：1年

－5－

【所得補償】
病気やケガによって所定の就業不能になった場合＊1に、保険の対象となる方が被る損失に対して保険金をお支払いします。
【ご注意】ただし、死亡された後、または病気やケガが治ゆした後は、いかなる場合でも「就業不能」とはいいません。
＊1 骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により所定の就業不能になった場合についても、保険金をお支払いします（「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」が自動セ
ットされます。）。

この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったと
きに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

※「就業不能」とは、病気やケガの治療のための入院、または入院以外で医師等の治療を受けている（就業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入
院している）ことにより、加入依頼書等に記載の職業・職務に終日従事できない状態＊1をいいます。
※「骨髄採取手術」とは、保険の対象となる方が、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細
胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。

＊1　例えば、保険の対象となる方が医師の場合には全日休診、保険の対象となる方が会社員の場合には終日出社できない状態をいいます。したがって、半日でも職業・職務に従事した
場合等は、終日従事できない状態とはいいません。

●保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた
病気やケガによる就業不能
●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病
気やケガによる就業不能（その方が受け取るべき金額部分）
●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為に
よって生じた病気やケガによる就業不能
●無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気や
ケガによる就業不能
●妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる
就業不能
●妊娠または出産による就業不能
●麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使
用によって生じた病気やケガによる就業不能
●保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格
障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因と
して生じた就業不能
●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就
業不能
●この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約
といいます。）の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ
による就業不能＊1＊2
●就業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、「骨髄採取手術に
伴う入院補償特約」をセットした最初の保険契約の保険始期
日から、その日を含めて１年を経過した日の翌日の午前０時
時点で既に発生している就業不能　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

＊1　初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケ
ガによる就業不能についても、初年度契約の保険始期日
から１年を経過した後に開始した就業不能については、保
険金のお支払いの対象となります。

＊2　就業不能の原因が告知対象外の病気やケガであったり、
正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお
支払いの対象とならないことがあります。

病気やケガによって保険期間中に就業不能となり、その期間
が継続して免責期間＊1を超えた場合
▶保険金額（月額）に就業不能期間（月数）＊2を乗じた額をお
支払いします。 
　ただし、保険金額が保険の対象となる方の平均月間所得額
＊3を上回っている場合には、その上回る部分については保
険金をお支払いできません。

※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支
払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様
の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複
することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご
確認ください。

＊1　保険金をお支払いしない期間として、契約により取り決
めた一定の期間のことをいいます（就業不能の原因が
骨髄採取手術の場合は、免責期間を適用しません。）。

＊2　「てん補期間＊4内の就業不能の日数」をいいます（就
業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、４日を加えた
日数をいいます。）。お支払額は月単位で計算します
が、端日数が生じた場合は、１か月を３０日として日割り
で計算します。

＊3　免責期間＊1が始まる直前１２か月における保険の対
象となる方の所得＊5の平均月額をいいます。

＊4　同一の病気やケガによる就業不能＊6（または骨髄採
取手術による就業不能）に対して保険金をお支払いす
る期間として、契約により取り決めた一定の期間（免責
期間＊1終了日の翌日からの期間）のことをいいます。
原則として１年または２年となります。

＊5　「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給
与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不
能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能
により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。

＊6　就業不能が終了した後、その日を含めて１８０日を経過
した日までに、前の就業不能の原因となった病気やケ
ガ（医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。）
によって再び就業不能となった場合は、後の就業不能
は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合

所
得
補
償
基
本
特
約

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合
には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

保険料控除制度についてのお知らせ
団体総合生活保険については、所得補償基本特約および骨髄採取手術に伴う入院補償特約に係る保険料が生命保険料控除※（介護医療保険料控
除）の対象となります。
控除証明書が必要となる場合はお手数ですが加入者票記載の営業店までご連絡ください。（１０月頃より受付開始）
※生命保険料控除制度の詳しい内容につきましては、日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)をご参照ください。



Ⅲ ご加入後におけるご注意事項

注意
喚起情報

注意
喚起情報

注意
喚起情報

契約
概要

契約
概要

注意
喚起情報

注意
喚起情報
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お申込み方法

加入依頼書不備訂正のお願い

加入依頼書にご記入、ご捺印ください

加入依頼書を同封の返信用封筒にてご返送ください

お支払いは、毎月27日口座振替 加入者票の発行
5月中旬に申込者（扶養者）宛に送付いたします。（2022年5月27日スタート）

保険内容のお問い合わせは…

取扱代理店
株式会社 専大センチュリー 70120-50-4230

※締切日近くは、電話が混み合いかかりにくいことがあります。

●記入例をご参照の上、加入依頼書にご記入ください。
●加入依頼書の質問事項は、必ず扶養者（親権者）ご本人がお答えください。記入内容が事実と異なった場合には保険金が支払われな
いことがありますのでご注意ください。また、記入内容（告知内容）によっては、ご加入をお断りしたり、ご加入にあたり条件をつけさせていた
だくことがありますのでご了承ください。
●印鑑は鮮明にご捺印ください。

2022年３月25日（金）必着

2022年4月1日午前0時より補償開始

なお、加入者票の発送時期が遅れます。

記入、捺印もれ、金融機関お届印の相違等があった場合には、電話による確認や印鑑等の訂正をお願いすること
がございます。

※締切日の翌日以降4月30日までに加入依頼書が到着した場合は、補償開始日は5月1日となり保険料の口座振
替は6月27日からとなります。

　（注）
●契約期間中に病気・症状が発生した場合、その病気・症状により更新できない場合があります。
●次の場合は補償の対象外となります。取扱代理店 70120-50-4230までお申し出ください。
　・扶養者（親権者）の方が定年、退職等で無職となった場合　・在学期間が延長になる場合

－3－

締切日以降のお申込みも承っておりますが、補償の開始が遅れますのでご注意ください。（下記「補償開始」の※参照）

※口座より引き落としできなかった場合には、6月27日に再
　度引落しいたします。但し、この場合には6月27日に保険
　料が引き落とされた後にご加入いただくことになりますの
　で、その間に生じた事故の補償ができませんのでご注意く
　ださい。
毎月27日一部28日（休日の場合は翌営業日）振替となります。皆様
の通帳には毎月「MBS.ホゴシャホケン（一部地域はMBS）」と記帳
されます。

この保険契約は、専修大学松戸中学校・高等学校を契約者とする
団体契約となり、保険証券は契約者に発行されます。被保険者（保
険の対象となる方）は、専修大学松戸中学校・高等学校の生徒の
扶養者（親権者の方に限ります）となります。加入者には、加入者票
が発行されます。また、保険証券を請求する権利、保険契約を解約
する権利等は原則として契約者が有します。退学等により団体構成
員でなくなった場合は、必ずお申し出ください。

加入者票が到着するまでの間、当パンフレットや加入依頼書控等の加入内容が
わかるものを保管いただきますようお願いします。



Ⅲ ご加入後におけるご注意事項

注意
喚起情報

注意
喚起情報

注意
喚起情報

契約
概要

契約
概要

注意
喚起情報

注意
喚起情報

－4－

お申込み方法

加入依頼書不備訂正のお願い

加入依頼書にご記入、ご捺印ください

加入依頼書を同封の返信用封筒にてご返送ください

お支払いは、毎月27日口座振替 加入者票の発行
5月中旬に申込者（扶養者）宛に送付いたします。（2022年5月27日スタート）

保険内容のお問い合わせは…

取扱代理店
株式会社 専大センチュリー 70120-50-4230

※締切日近くは、電話が混み合いかかりにくいことがあります。

●記入例をご参照の上、加入依頼書にご記入ください。
●加入依頼書の質問事項は、必ず扶養者（親権者）ご本人がお答えください。記入内容が事実と異なった場合には保険金が支払われな
いことがありますのでご注意ください。また、記入内容（告知内容）によっては、ご加入をお断りしたり、ご加入にあたり条件をつけさせていた
だくことがありますのでご了承ください。
●印鑑は鮮明にご捺印ください。

2022年３月25日（金）必着

2022年4月1日午前0時より補償開始

なお、加入者票の発送時期が遅れます。

記入、捺印もれ、金融機関お届印の相違等があった場合には、電話による確認や印鑑等の訂正をお願いすること
がございます。

※締切日の翌日以降4月30日までに加入依頼書が到着した場合は、補償開始日は5月1日となり保険料の口座振
替は6月27日からとなります。

　（注）
●契約期間中に病気・症状が発生した場合、その病気・症状により更新できない場合があります。
●次の場合は補償の対象外となります。取扱代理店 70120-50-4230までお申し出ください。
　・扶養者（親権者）の方が定年、退職等で無職となった場合　・在学期間が延長になる場合

－3－

締切日以降のお申込みも承っておりますが、補償の開始が遅れますのでご注意ください。（下記「補償開始」の※参照）

※口座より引き落としできなかった場合には、6月27日に再
　度引落しいたします。但し、この場合には6月27日に保険
　料が引き落とされた後にご加入いただくことになりますの
　で、その間に生じた事故の補償ができませんのでご注意く
　ださい。
毎月27日一部28日（休日の場合は翌営業日）振替となります。皆様
の通帳には毎月「MBS.ホゴシャホケン（一部地域はMBS）」と記帳
されます。

この保険契約は、専修大学松戸中学校・高等学校を契約者とする
団体契約となり、保険証券は契約者に発行されます。被保険者（保
険の対象となる方）は、専修大学松戸中学校・高等学校の生徒の
扶養者（親権者の方に限ります）となります。加入者には、加入者票
が発行されます。また、保険証券を請求する権利、保険契約を解約
する権利等は原則として契約者が有します。退学等により団体構成
員でなくなった場合は、必ずお申し出ください。

加入者票が到着するまでの間、当パンフレットや加入依頼書控等の加入内容が
わかるものを保管いただきますようお願いします。



基本級別

保険期間

1級 事務・営業・管理職種

2級 軽作業を伴う職種

3級 軽作業以上の作業を
伴う職種

4級 同　　上

保険料は下記基本級別および年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）によって異なります。
基本級別は下記の職種で決まります。下記以外の職業・職種の方やご不明な場合は取扱代理店まで
ご照会ください。

2022年4月1日午前0時※より2023年4月1日午後4時まで１年間
※更新契約の場合は午後4時

弁護士、公認会計士、税理士、小売店主（危険物を取り扱うもの以外）、飲食店主、一般セールス、旅館主人、
医師、歯科医師、会社役員、事務職（一般企業のサラリーマン=事務職・営業職）、土木製図工、設計技術者、
建築士、薬剤師、医薬品製造従事者、医薬品販売従事者、不動産仲介業従事者 など

理容師、警察官(内勤)、看護師、印刷作業者、調理人、美容師、キャディ、電信機据付工・電話機保守工、
情報処理技術者(システムエンジニア、プログラマー)、診療放射線技師、栄養士、植木職・造園師・庭師、
電車乗務員、航空機整備士、倉庫作業者、洋裁工、刺しゅう工 など

ハイヤ一・タクシー運転者、バス運転者、施盤工、鈑金工、修理工・自動車修理作業者・自動車鈑金塗装

警察官(内勤以外)、海上自衛官、航空自衛官、高圧線工、屋外高所清掃員 など

※保険金額は、平均月間所得額*3の範囲内で設定してください。
※保険料は保険の対象となる方のお仕事の内容や年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）によって異なります。上記保険料は、基本級別1、2、3、4級
（下記基本級別の職種等）の方を対象としたものです。それ以外の方は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
＊1　保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいます。
＊2　保険の対象となる方の年齢（団体契約の始期日時点の満年齢をいいます。）。
＊3　直前12か月における保険の対象となる方の所得＊4の平均月額をいいます。
＊4　「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不

能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。

た方をいいます。ただし年齢＊2が満15歳以上の方に限ります。

－2－

保険金額・保険料
【保険期間：１年間、団体割引：5％】
てん補期間＊1：1年間（保険金をお支払いする1事故あたり最長12ヶ月補償）
免責期間：7日（保険金をお支払いしない期間）※ご加入口数は1口のみです。 

月額 15万円

1級

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

2級 3級 4級

保 険 金 額
（月　額）

基 本 級 別

険
保

）
払
月
（料

（1事故あたり最長12ヶ月補償）

1,980円

2,480円

2,960円

3,420円

3,650円

2,280円

2,840円

3,390円

3,930円

4,200円

2,670円

3,330円

3,980円

4,620円

4,920円

3,260円

4,080円

4,880円

5,640円

6,030円

保険の対象とする方は、専修大学松戸中学校・高等学校の生徒の扶養者で、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された

在学期間にあわせ、ご加入者からの特段のお申出または保険会社からのご案内が無い限り、契約者である専修大学松戸中学校・高等学校は毎年保険会社に保険
契約を申し込みます。なお、ご更新時には保険料が年齢等により変更となったり、健康状態や年齢等により保険会社側から加入をお断りすることがありますのでご了承
ください。本内容をご了承いただける方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。ただし、保険料や補償内容は毎年変ることがありますので、毎年の保険募集
の内容をご確認ください。

普通大工、陸上自衛官、自動車運転者、ボイラ工、研究者・研究員（危険物を取り扱うもの）、トラック運転者、

作業者、水道工事工、消防員（消火作業に従事するもの）、ガラス・壁面清掃作業員 など

■ 保護者保障制度（団体総合生活保険）補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。

保険期間：1年

－5－

【所得補償】
病気やケガによって所定の就業不能になった場合＊1に、保険の対象となる方が被る損失に対して保険金をお支払いします。
【ご注意】ただし、死亡された後、または病気やケガが治ゆした後は、いかなる場合でも「就業不能」とはいいません。
＊1 骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により所定の就業不能になった場合についても、保険金をお支払いします（「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」が自動セ
ットされます。）。

この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったと
きに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

※「就業不能」とは、病気やケガの治療のための入院、または入院以外で医師等の治療を受けている（就業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入
院している）ことにより、加入依頼書等に記載の職業・職務に終日従事できない状態＊1をいいます。
※「骨髄採取手術」とは、保険の対象となる方が、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細
胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。

＊1　例えば、保険の対象となる方が医師の場合には全日休診、保険の対象となる方が会社員の場合には終日出社できない状態をいいます。したがって、半日でも職業・職務に従事した
場合等は、終日従事できない状態とはいいません。

●保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた
病気やケガによる就業不能
●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病
気やケガによる就業不能（その方が受け取るべき金額部分）
●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為に
よって生じた病気やケガによる就業不能
●無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気や
ケガによる就業不能
●妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる
就業不能
●妊娠または出産による就業不能
●麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使
用によって生じた病気やケガによる就業不能
●保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格
障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因と
して生じた就業不能
●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就
業不能
●この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約
といいます。）の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ
による就業不能＊1＊2
●就業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、「骨髄採取手術に
伴う入院補償特約」をセットした最初の保険契約の保険始期
日から、その日を含めて１年を経過した日の翌日の午前０時
時点で既に発生している就業不能　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

＊1　初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケ
ガによる就業不能についても、初年度契約の保険始期日
から１年を経過した後に開始した就業不能については、保
険金のお支払いの対象となります。

＊2　就業不能の原因が告知対象外の病気やケガであったり、
正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお
支払いの対象とならないことがあります。

病気やケガによって保険期間中に就業不能となり、その期間
が継続して免責期間＊1を超えた場合
▶保険金額（月額）に就業不能期間（月数）＊2を乗じた額をお
支払いします。 
　ただし、保険金額が保険の対象となる方の平均月間所得額
＊3を上回っている場合には、その上回る部分については保
険金をお支払いできません。

※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支
払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様
の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複
することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご
確認ください。

＊1　保険金をお支払いしない期間として、契約により取り決
めた一定の期間のことをいいます（就業不能の原因が
骨髄採取手術の場合は、免責期間を適用しません。）。

＊2　「てん補期間＊4内の就業不能の日数」をいいます（就
業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、４日を加えた
日数をいいます。）。お支払額は月単位で計算します
が、端日数が生じた場合は、１か月を３０日として日割り
で計算します。

＊3　免責期間＊1が始まる直前１２か月における保険の対
象となる方の所得＊5の平均月額をいいます。

＊4　同一の病気やケガによる就業不能＊6（または骨髄採
取手術による就業不能）に対して保険金をお支払いす
る期間として、契約により取り決めた一定の期間（免責
期間＊1終了日の翌日からの期間）のことをいいます。
原則として１年または２年となります。

＊5　「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給
与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不
能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能
により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。

＊6　就業不能が終了した後、その日を含めて１８０日を経過
した日までに、前の就業不能の原因となった病気やケ
ガ（医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。）
によって再び就業不能となった場合は、後の就業不能
は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合

所
得
補
償
基
本
特
約

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合
には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

保険料控除制度についてのお知らせ
団体総合生活保険については、所得補償基本特約および骨髄採取手術に伴う入院補償特約に係る保険料が生命保険料控除※（介護医療保険料控
除）の対象となります。
控除証明書が必要となる場合はお手数ですが加入者票記載の営業店までご連絡ください。（１０月頃より受付開始）
※生命保険料控除制度の詳しい内容につきましては、日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)をご参照ください。



－6－－1－

団体総合生活保険の特徴

所得補償（基本補償）

団体割引適用で、割安な保険料です！
当制度は、専修大学松戸中学校・高等学校を契約者とする任意加入方式の
団体契約となっているため、割安な保険料となっています。

1

ご加入の際、医師の診査は不要です！
加入依頼書等に健康状態を正しくご記入ください。
告知いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、東京海上日動の提示する
お引受け条件によってご加入いただくことがあります。

2

天災（地震・噴火またはこれらによる津波等）による
ケガや病気による就業不能も補償！3

4
充実したサービスにより安心をお届けします！

サービスの詳細は後記「サービスのご案内」をご参照ください。

メディカルアシスト デイリーサポート 介護アシスト自動セット

病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間＊1（7日）を超えた場合に、保険金をお支払いします。 ＊2
＊1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2  骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合についても、保険金をお支払いします。

入院はもちろん自宅療養もカバーします。

＜保険金のお支払い方法＞ 下記は、東京海上日動が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

【ご加入例】
ご 職 業：一般事務従事者
平均月間所得額：40万円
保険金額：15万円
てん補期間：1年間
免責期間：7日

Ａさん（35歳）は病気で7月25日から10月15日ま
で入院し、その後1月15日まで自宅で療養しまし
た。この場合お受け取りいただく保険金は？

➡
≪免責期間≫
 7月25日～7月31日（7日間）
≪保険金支払対象期間（就業不能期間）≫
 8月1日～12月31日までの5か月間と1月1日～15日までの15日
 間の合計
≪お支払いする保険金≫
 (15万円×5か月)＋(15万円×15日/30日)＝82.5万円
※1か月未満の就業不能期間については1か月を30日として日
割計算で保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償の概要等」をご確認ください。

保 険 期 間

働 け な い 期 間

免責期間（7日）

保険金支払対象期間
（ 就 業 不 能 期 間 ）

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月 月 月 月

1
月

2
月

3
月

▲
病気・入院

▲
復職

▲
退院
自宅療養

7月25日から 1月15日まで

7月25日から 7月31日まで

8月1日から 1月15日まで



専修大学グループ 専修大学松戸中学校・高等学校　学生・保護者の皆様へ

保護者保障制度のご案内
（団体総合生活保険）

所得補償 団体割引 5％

◆代 理 店：株式会社 専大センチュリー　
　住　　所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-10-3  スリースタービル 
　　　　　　7 0120-50-4230（受付時間：月～金10：00～16：00）
◆保険会社：東京海上日動火災保険株式会社（幹事）　公務第二部　文教公務室
　住　　所：東京都千代田区三番町6-4　ラ・メール三番町10F
　　　　　　TEL：03-3515-4133（受付時間：平日9：00～17：00）

《お問い合わせ先》

◆東京海上日動火災保険株式会社  医療保険損害サービス第二課　
　　　　　103-6632-0826（月～金：午前9時～午後5時まで）
◆東京海上日動安心110番（事故受付センター）　
　　　　　70120-720-110（365日・24時間）

《事故時の連絡先》ただちにご連絡ください。

保護者が病気・ケガで仕事ができなくなった場合に授業料・生活費を確保することを
目的とした制度です。
地震・噴火またはこれらによる津波によるケガや病気による就業不能も補償されます。
万一のためのご加入をおすすめします。

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）
　　　　　　　三井住友海上火災保険株式会社（分担保険会社）

保 険 期 間

加 入 方 法

2022年4月1日午前0時から
2023年4月1日午後４時まで１年間

「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」
を必ずご確認ください。

申 込 締 切 日 2022年３月25日（金）必着

保険料払込方法 ご指定の口座より、毎月引き落とします。
（2022年5月27日を初回として、毎月ご指定の口座より引落します。）

同封の加入依頼書に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、返信
用封筒にてご返送ください。

21-T02749　2021年11月作成 この保険は東京海上日動火災保険株式会社を幹事とした共同保険契約です。引受割合等については、「重要事項説明書」をご確認ください。


